
 
 
 
火葬費用を負担した方（火葬場が発行した領収書の宛名の方）以外の方が 
申請・受領する場合には委任状が必要です。 
 
 

委任状の記入例 

代理申請・代理受領の場合、委任者の本人確認書類（コピー可）が必要です。 
また、郵送申請の場合、代理人の本人確認書類（コピー可）も必要です。 

※委任者は火葬費用を負担した方（火葬場が発行した領収書の宛名の方）です。 

どちらかまたは両方に丸をつけてください。 


